
NO. 質問 回答

1

（１）動画・記事制作
ア 内容
・動画及び記事の制作は各１本とし、とあるが、（２）情報発信
ア 発信媒体の選定にて媒体数は特に問わないとあるため、事業全
体を通して制作する動画及び記事は各１本で、複数媒体に転用可
という認識で合っているか。

御認識のとおりです。
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